
 
 

 

 

 

 

宇治市産業戦略（最終案）について 

 

 本市では、宇治市第5次総合計画第3期中期計画の重点的施策であります「戦略

的な産業活性化の推進」に基づき、本市のこれからの産業振興策を示す宇治市産業

戦略を策定しています。 

 この度、有識者等で構成する宇治市産業戦略策定会議におきまして、宇治市産業

戦略（最終案）をお示しいたしましたので、ご報告いたします。 

 なお、新たな産業支援拠点として、「（仮）宇治市中小企業サポートセンター」を、

宇治市産業会館３階会議室に設置する予定としておりますことから、平成３１年３

月定例会に宇治市産業会館条例の一部を改正する条例を提案する予定です。 

 

記 

 

 

１．内容 

 別紙資料のとおり 

 

 

２．今後の予定 

日 時 会議等 内 容 

2月上旬 都市経営戦略推進本部会議 宇治市産業戦略の決定 

3月上旬 市民環境常任委員会 宇治市産業戦略の策定報告 

 

 

平成 31年 2月 6日 

市民環境常任委員会資料 

市民環境部商工観光課 

市民環境部産業推進課 
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第３回策定会議及び市議会における意見への対応について 
（◇：第３回策定会議における意見、◆：市議会常任委員会における意見） 

 

１．(仮)中小企業サポートセンターについて 

ご意見等 対応案 

◇(仮)中小企業サポートセンターが機能

するかどうかが重要、職員が積極的に企

業を訪問して声を聞き、関係機関とも連

携してきめ細かに対応してほしい。 

30ページに記載の (仮)中小企業サポートセ

ンターが様々な取組の重要な核となると考え

ています。目標を決めて積極的に企業訪問す

るとともに、各施策についても具体的な取組

目標を立てるなど、センターが機能するよう

な運営方法を検討します。 

◆戦略策定後も企業訪問をして多くの意

見を聞いてほしい。どれくらい企業を回

ることができるのか運動量が大事。具体

的な目標を決めて進めてほしい。 

◇サポートセンターを独立した組織にす

ることもひとつの手である。 

まずは市の産業担当課と商工会議所の独立し

た組織が協働し、市の委託を受けた専門機関

の協力も得ながら産業支援を行う形からスタ

ートし、新たな組織の設立については今後の

検討課題としたいと考えています。 

また、市と商工会議所、専門機関が協調及び

役割分担をして支援を進めることができるよ

う毎週、運営に関する連絡調整会議を行うな

ど運営方法を工夫します。また、対外的にも

一体的に取り組んでいることが分かるよう情

報発信等に努めます。 

◆サポートセンターの長は誰になるの

か。市と商工会議所という２つの組織で

構成されるのであれば、円滑に協力して

進められるようにしてほしい。 

◆サポートセンターの責任の所在があい

まい。トップに民間人を入れてはどうか。 

◆共通の名刺やロゴをつくるなど対外的

にも市や商工会議所が協働してやってい

ることが見えるようにしてはどうか。 

◇サポートセンターの人材育成も大事。 職員が外部の講演会やセミナーへ参加する機

会をつくるとともに、市内の経営者や有識者

を講師とした勉強会の開催等を検討します。 

 

２．産業振興センターの活用等について 

ご意見等 対応案 

◇サポートセンター内などにシェアオフ

ィス等の人が集まる機能があってもよい

のではないか。 

37ページに記載のとおり、産業振興センター

や産業会館等を活用して、起業やオープンイ

ノベーションの拠点整備を検討します。 

◆過疎地でもベンチャー企業を集めてい

るところもある。宇治市では起業家を中

心とした交流会を開催しており、それら

も活用して産業振興センターの活用を考

えてほしい。 

 

 

資 料 １ 
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◇空き家を活用して飲食業等を起業する

人へのマッチングができないか。 

現在策定中の宇治市空き家等対策計画におい

て空き家の所有者と利用希望者をマッチング

させる空き家バンクの創設が検討されている

ところであり、こうした情報をセンターで活

用することを検討します。 

 

３．観光やブランド、情報発信等について 

ご意見等 対応案 

◇観光は総合産業であり、宇治市産業戦

略においても重要である。 

28ページの「産業分野ごとの目指す姿」にお

いて、産業戦略における観光の果たすべき役

割を補記しました。 

◇宇治市の名前は全国的に有名であり、

宇治のブランドを前面に押し出すべき。 

32ページの「市内産業の情報発信」の取組と

して、観光施策の実施をはじめ様々な機会を

通じた宇治市ブランドの発信を考えていると

ころであり、力を入れていきたいと考えてい

ます。 

◇情報発信では多言語対応をしてほし

い。また、生産プロセスや歴史的な背景、

環境への配慮などを含めて発信すること

が付加価値の増加につながる。 

32ページの「市内産業の情報発信」の取組で

あるオープンファクトリーやパンフレット、

ウェブ等では企業や商品の様々な側面を工夫

して発信するとともに、可能な限り多言語に

対応していきたいと考えています。 

◇奨励作物だけでなく加工品など他の商

品も情報発信すべきではないか。 

32ページの「市内産業の情報発信」において、

企業情報や奨励作物だけでなく、市内で製造

や販売がされている商品の情報発信に努めま

す。 

◇体験や工場見学などにより市内の回遊

性を高め、お茶の知識を深めてもらうこ

とができないか。 

33ページの「観光施策の実施」において、観

光振興計画とも連携しながら、宇治茶をより

深く知っていただく取組を進めます。 

◇グローバル化の視点がないのではない

か。販路開拓や人材確保等で盛り込んで

はどうか。 

35ページの「商工会議所と連携した販路拡大

の促進」において、宇治商工会議所主催の海

外での物産展等に補助をします。また、その

他の海外販路開拓ルートを検討するととも

に、展示会や産学連携、観光等を通じて海外

への市内産業に関する情報発信に努めます。 
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４．人材、雇用について 

ご意見等 対応案 

◇大企業へ雇用が流れている現状を認識

し、まずは親世代に地元企業のことを知

ってもらうべき。 

36ページの「雇用の確保」において、オープ

ンファクトリーや企業紹介パンフレット等を

活用して地元企業の情報発信に努めます。ま

た、パンフレットを小中学生へ配布すること

や、宇治市のことを学ぶ授業「宇治学」など

において地元企業のことを知ってもらう機会

を検討します。 

◇地元の人や小中学生にも地元企業を知

ってもらうことが大事。 

◆人材不足は建設業などで深刻な状況。

障害者の雇用につなげるなど検討してほ

しい。 

36ページの「雇用の確保」において、多様な

雇用の拡大に向けて、セミナー等を通じた情

報提供を行います。 

 

５．企業誘致等について 

ご意見等 対応案 

◇ベンチャー工場の卒業企業が市内に定

着していないことにどのように対応する

のか。 

入居年数（上限７年）の柔軟化、早期卒業企

業への家賃補助等、定着対策を検討します。 

◇企業誘致を慎重にする必要はない。誘

致対象は情報系や研究開発などの部門に

なるのではないか。 

38ページの「新たな担い手の確保」において、

宇治市の特徴や経済構造の変化、企業側のニ

ーズ等を踏まえた上で、誘致対象を検討しま

す。 ◇誘致していくことを明確にした方が良

い。誘致はニッチ分野で競争力の高い企

業や付加価値の高い企業になる。 

 

６．開発手続き等について 

ご意見等 対応案 

◆開発担当部署から土地の異動情報を日

頃から入手しておけば、事業用地の確保

の役に立つのではないか。 

開発担当部署との情報交換、企業訪問、連携

協定を締結している金融機関等を通じて、用

地情報の取得や提供に努めます。 

◆工場を拡張したいが下水道の整備が数

年先という場合に先に整備するなどでき

ないか。 

(仮)中小企業サポートセンターにおいて、

個々の企業のニーズを聞きながら関係部署と

の調整をします。 

 

７．産業戦略の進め方について 

ご意見等 対応案 

◇短中長期的なこと、自前・他者ででき

ることなど整理して進めてほしい。 

各施策のスケジュールや取組の目標を設定

し、別紙にまとめました。 

◇時間軸で見たときのロードマップをつ

くってほしい。 
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産業戦略の実施計画と取組目標 
 

 

１．事業のしやすい環境づくり 

具体的な取組内容 31 32 33 

①市内産業の経営支援 

（仮）宇治市中小企業サポートセンターの開設【新】 開設   

各種制度の周知（制度パンフレットの制作等）【新】    

企業立地補助金の活用支援【継】    

各種公的助成金、補助金の申請支援【継】    

農家メルマガの配信【継】    

②新たな工業用地の確保 

 工業用地の確保に向けた調査・検討【新】    

 

＜３年間の取組目標＞ 

取組の指標 目 標 29実績 

企業支援数（訪問等による支援数） 150社／年 100社／年 

市補助金による支援件数※ 25件／年 12件／年 

農家メルマガの配信数 12回／年 7回／年 

新たな工業用地の確保に向けた調査・検討 候補地の絞り込み － 

※企業立地、展示会出展、資格取得、委託研究の各補助金の計 

 

  

資 料 ２

【新】新規事業 【拡】拡充事業 【継】継続事業 



2 
 

２．市内産業の情報発信 

具体的な取組内容 31 32 33 

①魅力的な市内企業情報の発信 

市内製造業の情報発信（オープンファクトリー）【新】    

市内製造業の情報発信（パンフレット、ＷＥＢ作成）【新】    

技能功労者の表彰【継】    

②宇治ブランドの向上 

観光振興計画に基づく観光施策の実施【継】    

魅力発信事業の実施【継】    

市内産宇治茶ブランドの向上に向けた施策の実施【継】    

奨励作物等の販路拡大支援【拡】    

③商店街の活性化支援 

 イベントへの補助【拡】    

 商店街等の消費拡大に向けた取組【拡】    

商店街等への補助【継】    

 

＜３年間の取組目標＞ 

取組の指標 目 標 29実績 

製造業の情報発信数 30社／年 － 

商店街等が実施するイベント等への補助 12件／年 12件／年 

商店街等が実施するキャッシュレス等への取組支援 計５件 － 

奨励作物の販促イベントの実施回数 ５回／年 － 

※観光施策に係る数値目標は、宇治市観光振興計画において別途設定しています。 
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３．市内産業の成長支援 

具体的な取組内容 31 32 33 

①連携・交流の強化 

異業種交流会の開催【新】    

産学交流の実施【新】    

農商工連携による商品開発や新ビジネスの支援【新】    

②販路拡大の支援 

展示会への出展補助【継】    

展示会への合同出展【新】    

商工会議所と連携した販路拡大の促進【継】    

先進的事業に取り組むモデル営農への支援【新】    

市内産農産物の流通促進や商談会の実施【新】    

③生産性の向上や付加価値の増加 

 先端技術導入に対する支援【新】    

各種セミナーの開催【新】    

 設備投資への支援【拡】    

 低利融資制度の実施【継】    

 先端技術導入に係る償却資産税の減免【継】    

 資格取得、委託研究等に対する補助【継】    

 営農研修への支援【新】    

 

＜３年間の取組目標＞ 

取組の指標 目 標 29実績 

異業種交流会の開催 ２回／年 － 

産学交流会等への参加企業数 延べ20社／年 延べ9社／年 

展示会への合同出展数 計２回 － 

各種セミナーの開催数 ６回／年 ２回／年 

先端設備導入計画の認定数※ 20件／年 － 

農商工連携による新商品開発等への支援件数 ２件／年 － 

モデル営農への支援件数 ２件／年 － 

営農研修への開催数 ２件／年 － 

※設備投資に対する減税措置や金融支援を受けるための計画 
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４．人材不足への対応 

具体的な取組内容 31 32 33 

①雇用の確保 

会社説明会の開催【継】    

合同企業説明会の開催【継】    

WEBを活用した雇用・就労支援【新】    

各種セミナーの開催（外国人材の活用等）【再】    

市内企業の情報発信【新】    

②人材不足を補う取組への支援 

先端技術導入に対する支援【再】    

 

＜３年間の取組目標＞ 

取組の指標 目 標 29実績 

会社説明会の来場者数（毎月開催） 100人／年 86人／年 

合同企業説明会(製造業)の来場者数（年1回開催） 50人 45人 

WEBを活用した雇用・就労支援（アクセス数） 3,000件／年 － 

市内中学校向けの企業紹介パンフレット配布数 計2,000部 － 
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５．事業の担い手の確保 

具体的な取組内容 31 32 33 

①起業支援 

起業ニーズの掘り起し【新】    

新たな起業拠点の整備に向けた検討【新】 
   

起業家をHUBとした異業種交流会の開催【継】    

新規起業家への開業資金の補助【継】    

ベンチャー育成工場の運営及び入居企業の経営支援【継】    

京都府融資制度を活用した起業への支援【継】    

②円滑な事業承継の支援 

市内事業者を対象としたセミナーの開催【新】    

③新たな担い手の確保 

 企業誘致可能性の検討【新】    

 

＜３年間の取組目標＞ 

取組の指標 目 標 29実績 

企業ニーズ掘り起しのための創業塾等の開催数 ４回／年 － 

新たな起業拠点の整備 １か所以上 － 

起業家をHUBとした異業種交流会の開催 ２回／年 ２回／年 

創業支援補助金の件数 計15件 ５件／年 

事業承継セミナーの開催 ２回／年 － 

企業誘致活動（立地ニーズ調査のフォロー） 
可能性のある市

外企業への訪問 
－ 

 

調査 整備 



 

 

 

 

 

 

宇治市産業戦略（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年１月２３日 

宇 治 市 
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第１章 戦略策定の趣旨 

 

１．戦略策定の背景と目的 

（１）戦略策定の背景 

① 人口減少と少子高齢化の進行 

宇治市の人口は減少に転じており、2015 年から 2045 年までに総人口は約

19.9％減少、高齢化率（65 歳以上の人口が占める比率）は、約 26.6％から約

37.1％へ高まる一方で、生産年齢人口率（15～64歳の人口が占める比率）は約

60.0％から約 51.8％へ減少すると予測されています。総人口が減少する中で生

産年齢人口率も低下するため、地域経済の担い手の減少が懸念されます（図表

１）。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 宇治市の産業をめぐる環境の変化 

グローバル化に加え、アジアなどの新興国の急速な経済成長により、様々な

産業において世界的な競争が激化しています。さらに IoTや AI、ロボットなど

の新技術の急速な発展、地球環境問題の深刻化、日本国内における産業構造や

消費者行動の変化、働き方に対する意識の変化など、産業をめぐる状況が大き

く変化しています。こうした変化に本市も無縁ではなく、新たな対応が求めら

れています。 

 

③ 宇治市の厳しい財政状況 

宇治市では市税収入が減少傾向にある一方で、扶助費（福祉サービス等）等

の義務的経費は増加傾向にあります。経常的な収入（市税収入等）に対する経

常的な支出（義務的経費）の比率を示す経常収支比率は、平成 29年度決算では

98.9％と弾力性の低い硬直した財政構造となっており、市内経済の活性化を通

じた市税収入の確保が求められています（図表 2）。 

 

（出所）宇治市資料「宇治市の将来人口推計」 

（図表 1） 
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（２）戦略策定の目的 

宇治市の産業振興についての方針を示し、具体的な取組を進めることにより、

市外からの需要や人の流れを呼び込むとともに、市内の経済循環を促進すること

により市内経済を活性化させることを目的として策定します。 

 

２．宇治市第５次総合計画における位置付け 

宇治市第５次総合計画（平成 23 年度～平成 33 年度）では宇治市が目指す都市像

に向けた６つのまちづくりの方向性が掲げられており、「（2）ゆたかな市民生活がで

きるまち」において「産業振興のために、農林漁業・茶業、商工業への支援を実施

し、新たな産業の育成や産業基盤整備を推進し、雇用に関する施策の充実に努めま

す。」との方針が示されています。また、第５次総合計画の第３期中期計画（平成 30

年度～平成 33 年度）における８つの重点施策の中では「3．戦略的な産業活性化の

推進」を掲げており、ここに産業戦略は位置付けられています（図表 3）。 

 

３．計画期間 

産業戦略の計画期間は、概ね 10年先までを見据えつつ、平成 31年度から平成 33

年度までの 3年間における施策の方針を定めるものとします。 
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（出所）宇治市政策経営部財務課「宇治市普通会計決算概要（平成 29 年度）」 

（図表 2） 宇治市の実質収支・単年度収支・経常収支比率の推移 
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まちづくりの目標 

お茶と歴史・文化の香るふるさと宇治 

   

（3） 

健康でいきいきと 

暮らせるまち 

（5） 

歴史香るみどり 

ゆたかで快適なまち 

 

目指す都市像 

みどりゆたかな住みたい、住んでよかった都市 

   

（2） 

ゆたかな市民生活が 

できるまち 

まちづくりの方向性 

（4） 

生きる力を育む教育の充実

と生涯学習の推進のまち 

（6） 

信頼される 

都市経営のまち 

 

宇治市第 5 次総合計画（平成 23年度～平成 33 年度） 

宇治市産業戦略 

宇治市関連計画 

・宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・宇治市観光振興計画 

・宇治市都市計画マスタープラン 

・京力農場プラン等 

連携 

国の産業経済政策 

 

 

府の産業経済政策 

 

 

連携 

第 3 期中期計画期間（平成 30～平成 33 年度）の重点的施策 
1. 安全・安心なまちづくりの推進 

2. 市民参画・協働の推進 

3. 戦略的な産業活性化の推進 
4. 誰もが生き生きと暮らせるまちづくりの推進 

5. 切れ目のない総合的な子育て支援 

6. 未来の宇治のまちの発展と人口減少社会を見据えた都市基盤整備 

7. 計画的・効率的な行財政運営の確立 

8. 宇治の魅力を活用したまちづくりの推進 

（図表 3） 

（１） 

環境に配慮した 

安全・安心のまち 
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第２章 宇治市産業の現状と課題 

 

１．宇治市を取り巻く社会情勢や経済情勢 

（１）国内の動向 

① 人口の動向 

日本全体の人口は、平成 20年（2008年）をピークに減少し、平成 27年（2015

年）国勢調査では 1億 2,709万人となっています。国立社会保障・人口問題研

究所の推計によると、2045年には人口は 1億 642万人となり、30年間に 2,067

万人減少すると予想されています。 

また、この 30年間に年少人口（15歳未満）は約 29％減少、生産年齢人口（15

～64歳未満）は約 28％減少、老年人口（65歳以上）は約 16％増加し、急速な

高齢化の進展が予想されています。人口構成比でみると、2045年には生産年齢

人口の構成比は 52.5％と人口の約半分にまで減少する一方で、老年人口は

36.8％と人口の 1/3を超える水準に達します。なお、老年人口も 2042年の 3,935

万人をピークにその後減少が見込まれています（図表 4、5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 経済・産業の動向 

日本の国内総生産を実質 GDP でみると、1990 年代前半までは急速に成長し、

その後は、一時的な不景気による落ち込み等はあるものの緩やかに増大し、平

成 28 年（2016 年）には、約 522 兆円に達しています。この間の産業構造の変

化を名目 GDPにおける構成比でみると、農林水産業などの第１次産業及び製造

業などの第２次産業の割合が低下し、商業やサービス業などの第３次産業が上

昇する産業のサービス化が進行しています（図表 6）。 

平成 7年（1995年）には生産年齢人口が減少に転じており、GDPの成長速度

も緩やかになっていることから、経済の成熟化が進んでいると考えられます。 

日本の人口推移および将来推計人口（構成比） （図表 5） 
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（千人）

（年）

（出所）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」を基に作成。 

日本の人口推移および将来推計人口 （図表 4） 
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平成 28 年（2016 年）の産業別構成比をみると、卸売業や小売業、建設業の

構成比が大きく、製造業の中では、輸送用機械、はん用・生産用・業務用機械、

食料品が比較的大きくなっています（図表 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所）内閣府「平成 28 年度国民経済計算」 
（注）住宅賃貸業の割合が大きいのは、借家と持ち家の居住形態の変化が GDP 統計に影響を及ぼさないよう、

持ち家に住む人は持ち家を自分に貸し付ける「住宅賃貸業」として、計算上の家賃(帰属家賃)が生産額とし
て集計されていることによる。 

国内総生産における産業別構成比 

（平成 28 年、名目 GDP ベース） 

（図表 7） 
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（図表 6） 
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次に、就業者数の産業別構成比の変化から、日本の産業構造の変化をみると、

平成 14年（2002年）から平成 29年（2017年）にかけての 15年間に、製造業、

建設業、農林漁業の占める割合が縮小しています。一方で、高齢化に対応する

ように医療・福祉サービス業の構成比が約 1.7倍大きくなり、また、IT化の進

展に対応するように情報通信業の占める割合も拡大しています（図表 8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）海外の動向 

グローバル化の進展に伴い、地域経済と世界経済の連動性は高まっているため、

産業戦略を検討する上で、海外の動向を人口及び経済面から概観します。 

世界の人口予測をみると、インドやアメリカなどの人口が多い国の増加傾向が

続くこともあり、約 30年後の 2045年にかけて約 3割の増加が見込まれます。一

方で、既に人口の減少過程に入っている日本に加え、2020年にはドイツが、2030

年には世界最大の人口（2017年時点）を擁する中国も人口が減少し始めると予想

されています（図表 9）。 

高齢化は日本特有の現象ではなく、65 歳以上の人口が総人口に占める割合を

示す高齢化率をみると、世界的に上昇することが予測されています。2015年時点

の高齢化率は日本が 26％、ドイツが 21％と既に超高齢社会（高齢化率 21％以上

の社会）に突入していますが、一人っ子政策を導入していた中国も高齢化が急速

に進行し、2035 年にはアメリカと並んで超高齢社会に入ると予測されています

（図表 10）。 

   

0% 5% 10% 15% 20%

農林漁業

建設

製造

情報通信

運輸・郵便

卸売・小売

金融・保険・不動産

宿泊・飲食サービス

生活関連サービス

教育・学習サービス

医療・福祉サービス

その他サービス

その他

公務

就業者の産業別構成比

平成14年

平成29年

（出所）総務省「労働力調査」

（図表 8） 
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経済面に目を向けると、経済規模を示す GDPは世界全体では拡大が予測されて

いますが、人口増加が速く、若い世代の比率が高いインドの急成長は続くものの、

人口増加の減速や高齢化の進展が予想される中国の成長速度はインドを下回る

と予測されています。既に高齢化が進展し、人口の拡大が望めない日本やドイツ

の GDPの成長は限定的と予測されています（図表 11）。 

経済的な豊かさに着目し、1人当たりの GDPを試算すると、今後 30年間で、イ

ンドは約 3.8倍の 13,950ドルに、中国は約 3.1倍の 29,760ドルに、アメリカと

日本は約 1.6 倍の 78,260 ドルと 51,530 ドルに、ドイツは約 1.4 倍の 50,760 ド

ルに達すると推計されます。1 人当たりの GDP の伸びでは、インドや中国は大き

く、アメリカ、日本、ドイツは小さいものの、金額での格差は依然として大きい

と予想されます（図表 12）。 

経済成長の実態は国によって様々と言えますが、日本より成長が大きいと期待

される国や地域も多いため、輸出やインバウンド等も重要課題であると言えます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）United Nations,”World Population Prospects 2017”（中位予測値）を基に作成 

（左図：出所）United Nations,”World Population Prospects 2017”（中位予測値）を基に作成 

（右図：出所）OECD,”Economic Outlook No95-May 2014-Long-term Baseline projections”および 

United Nations,”World Population Prospects 2017”（中位予測値）を基に試算 

（図表 9） （図表 10） 

（図表 11） （図表 12） 
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以上のような人口の変化や経済構造の変化に加え、近年は ITや AIを活用した

技術革新による第 4 次産業革命とも言われる世界的な産業構造の変化も注目さ

れています。ドイツ政府の「Industrie 4.0」や日本政府の「Society 5.0」など

国レベルでもビジョンや戦略が打ち出されており、こうした変化は本市の産業に

も大きな影響を与える可能性が考えられ、IT や AI などによる技術革新に対応し

た産業振興も視野に入れる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国や京都府における施策の動向 

① 国の動向 

政府における経済政策の指針である「未来投資戦略 2018」では、テーマとし

て「『Society 5.0』『データ駆動型社会』への変革」が掲げられ、急速なデジタ

ル化による第 4 次産業革命に対応した成長戦略が提示されています。総論とし

て、〔1〕頭脳としての AI、〔2〕筋肉としてのロボット、〔3〕神経としての IoT、

などの先端技術を社会実装し、新しいアイデアと豊富なリアルデータを活用し

て、革新的なデジタル製品・サービス・システムの創出に取り組むものとされて

います。 

具体的には、〔1〕自動化（移動・物流革命による人手不足・移動弱者の解消な

ど）〔2〕遠隔・リアルタイム化（地理的・時間的制約の克服による新サービスの

創出）が想定されており、実現に向けたプロジェクトや規制・制度改革に取り組

むとされています。 

コラム：第四次産業革命、Industrie4.0、Society5.0 とは？ 

近年、ビックデータ、AI、IoT と言ったワードを頻繁に目にします。「ビックデータ」と

は従来は扱えなかった規模の大量データを意味し、「AI（Artificial Intelligence：人工知能）」

は、コンピュータによる高度な知的作業や判断をするシステムを意味し、「IoT（Internet of 

Things：モノのインターネット）」は、世の中の様々なモノに通信機能を持たせてインター

ネットと接続し、相互に通信や制御を行うことを意味します。IoT 上で通信される情報はビ

ックデータであり、制御する頭脳機能に AI の活用が期待されています。 

こうした先端技術の積極的な活用による産業戦略として、ドイツ政府により提唱されたの

が「Industrie4.0」です。これは、IoT により、製造業の生産から流通まで自動で最適化を

行う、産業革新を目指す戦略となっています。「Industrie4.0」は第４次産業革命とも呼ば

れ、①蒸気機関の発明で機械生産への道を開いた第１次産業革命、②電力とモーターを活用

した動力革新による大量生産が本格化した第２次産業革命、③コンピュータやＩＴ技術の活

用による生産自動化が本格化した第３次産業革命、これら①～③に続く、ビックデータや AI

を活用して生産等を自動化・最適化する４番目の産業革命として期待されています。 

 日本政府においては、「Industrie4.0」のような産業戦略に加え、先端技術による様々な

社会課題の解決も含む未来構想として「Society5.0」を掲げています。「Society5.0」は社

会全体を包有するため、これまでの人類史における社会発展の段階を、①狩猟社会、②農耕

社会、③工業社会、④情報社会、と定義し、それに続く、新たな５番目の「サイバー空間（仮

想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社

会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」と定義しています。 

これは、第 5 期科学技術基本計画において提唱された概念で、政府の未来投資戦略の中核

をなすビジョンにもなっています。 
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地域経済に関しては「『地域』『コミュニティ』『中小企業』が変わる」として、

〔1〕農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現、〔2〕まちづく

りと公共交通・ICT活用等の連携によるスマートシティ実現、〔3〕中小企業・小

規模事業者の生産性革命の更なる強化、の実現を目指すものとされています。 

また、経済成長戦略に加え、「多様な働き方を可能とするとともに、中間層の

厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環の実現」を目指し

た働き方改革が推進されており、「働き方改革を推進するための関係法律の整備

に関する法律」が成立、平成 30年 7月 6日に公布されています。今後、先端技

術を活用した成長戦略に加え、働き方改革も産業振興において重要課題になる

ものと考えられます。 

 

② 京都府の動向 

京都府では、中小企業応援条例が平成 19年 3月に公布され、様々な中小企業

振興策が展開されており、次のような事業が進められています。 

 

 オール京都による人材育成と生産性革命の拠点となる京都経済センターやロ

ボット等の開発実証拠点となるけいはんなロボット技術センターなど企業共

生型拠点施設の整備。 

 多様なプレーヤーのコラボレーションによる新たな製品の開発や市場開拓を

支援する「企業の森・産学の森」推進事業や中小企業の事業計画から本格展

開までを伴走支援するエコノミック・ガーデニング支援強化事業。 

 海外販路開拓を支援するための海外物産展の開催、海外展示会への出展支援。 

 中小企業応援隊による中小企業の経営改善や第二創業等の支援、商店街創生

センターによる専門家派遣などの商店街振興、人手不足に対応するための「京

都ジョブ博」等の開催等。 

 

また、宇治市を含む山城地域の地域振興計画（計画期間 平成 27 年度～平成

30 年度）においては、5 つの施策分野が掲げられており、産業振興関連として

は、「2．地域の活性化と交流を進める交通基盤など社会基盤整備の推進」、「3．

「お茶の京都」等による、農林業や中小企業など、地域を支える産業振興と新た

な観光、地域交流の推進」と 2 つの分野が提示されています。特に 2 において

は、具体的には以下のような施策を推進するものとされています。 

 

 急峻茶園の改良整備や人材育成等による宇治茶の生産振興の推進 

 「お茶の京都」の魅力発信によって宇治茶ファンを広げ、消費拡大に繋がる

取組の展開 

 増加する個人旅行者や外国人旅行者のニーズに対応した観光施策の推進 

 若い女性や学生等と連携して、歴史・文化を地域内外に発信 

 企業訪問活動の強化、元気な企業の掘り起し 

 オンリーワン技術を持つものづくり企業や学術研究施設の集積をいかした産
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学公連携の推進や企業誘致の推進 

 安心・安全で新鮮な農産物の生産・供給体制の強化 

 担い手確保・育成や新たな農業ビジネスの展開の支援 

 過疎・高齢化が進む地域における地域再生・持続的発展支援、農村ビジネス

の導入等の支援 

 野生鳥獣対策の推進やモデルフォレスト運動のさらなる拡大 

 

２．宇治市産業の特徴 

（１）概要 

本市は、世界遺産として登録されている平等院や宇治上神社をはじめ、宇治川

周辺の自然景観などの観光資源も多く、高級日本茶として有名な「宇治茶」の産

地でもあります。また、古くから都にも近い交通の要衝として発展してきました。

昭和初期には日本レイヨン（現ユニチカ）など大規模な工場が市内に開設され、

戦後には多くの中小工場が槇島地区を中心に進出したことにより、製造業の集積

が進みました。平成 13 年に日産車体京都工場が大幅に縮小されることになった

際には、その跡地を活用するため官民一体となって企業誘致を推進した結果、多

くの優良企業が立地しました。 

現在、本市の工業は、自社の強みとして「独自の技術や製品があること、個別

の要請や短納期・小ロットに対応できること」等を挙げている事業所が多く、大

量生産型の企業よりもニッチトップ型の中小企業が多いことが特徴と言えます。 

商業をみると、各鉄道の駅前を中心として商店街が形成されてきましたが、大

規模小売店舗の出店やインターネットの普及による消費行動の多様化などによ

り、商店数は減少傾向にあります。近年では、総合スーパーが閉店する一方、食

品スーパーやドラッグストアの新たな出店が続いており、引き続き、商業環境の

変化が続いている状況です。 

以下、本市の産業における特徴や現在の課題の整理を行うとともに、これまで

の市の取組や課題について振り返ります。 

 

（２）地理的条件 

本市周辺の道路状況を見ると、京滋バイパス、第二京阪道路、京奈和自動車道

等が整備されている他、平成 35 年には新名神高速道路の開通が予定されていま

す。このように、道路網は充実した環境にあり、物流などの面では恵まれた環境

にあります（図表 13）。 

また、鉄道については、JR西日本、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道等の路線があ

り、このうち JR 西日本の奈良線は平成 35年までに京都駅から宇治市域までが完

全複線化される予定です。現在、JR京都駅から宇治駅までは快速を利用すれば約

17分と至近の距離にあり、主に京都市域のベッドタウンとしても発展してきまし

た。これら公共交通の利便性の高さに加え、歴史的な遺産や自然環境も豊かであ

ることから、本市は居住地域としても魅力的な地域であると言えます。 
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（３）都市の特性 

本市の特性を人口や世帯の面からみると、昼夜人口比率（夜間人口に対する昼

間人口の比率）が 100％を下回り、全国や京都府と比較して核家族世帯比率が高

めであり、年少人口割合も若干高めとなっています。これは、市外への通勤・通

学者が多く、核家族が多く居住していることを意味しており、本市がベッドタウ

ンとしての都市特性を示していると言えます（図表 14）。 

核家族世帯の中心である 25～49 歳の転入超過者数（転入者数から転出者数を

引いた人数）における過去の傾向をみると、1980～90年代は多かったものの、近

年は減少し、転出者数の方が多い傾向に転じています。これは、ベッドタウンと

して成熟化しつつあることを示しており、今後は少子高齢化に加え、転入者数の

減少も影響して、総人口が減少すると予測されています（図表 15）。 

 

  

（図表 13） 
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（４）事業所数、従業者数の推移 

本市における事業所数の推移をみると、医療・福祉などの分野を除き、減少傾

向にあり、特に卸売業・小売業の減少数が大きいことがわかります。現在の産業

構造を事業所数の構成比でみると、最も多い卸売業・小売業は全体の 22.3％を占

め、以下、宿泊業・飲食サービス業の 12.2％、製造業の 11.7％、生活関連サービ

ス業・娯楽業の 10.5％、医療・福祉の 9.7％と続きます（図表 16）。  
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（出所）総務省「平成27年国勢調査」

年少人口割合
（図表 14） 
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宇治市の年齢階級別人口の社会増減推移
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転入超過数（人）
（図表 15） 

（出所）総務省「国勢調査」 
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次に、市内の従業者数の推移から産業構造をみると、医療・福祉や教育・学習

支援業など一部の業種を除き全体では減少傾向にあります。現在の構成比でみる

と、最も多いのは製造業の 20.6％で、以下、卸売業・小売業の 19.9％、医療・福

祉の 18.3％、宿泊業・飲食サービス業の 9.0％、サービス業（他に分類されない

もの）の 5.7％と続きます（図表 17）。 

従業者数の業種別構成比を近隣自治体、京都府と比較すると、久御山町は製造

業の構成比が突出していますが、本市と城陽市も大きく、当地域が製造業の集積

地帯であることがわかります。また、本市と城陽市においては医療・福祉の構成

比も大きくなっています（図表 18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 16） 

（図表 17） 

（出所）総務省・経済産業省「経済センサス」 

宇治市内の事業所数の推移 

2009→2016年

構成比 増減数

農林漁業 247 216 256 249 0.5% 2

鉱業、採石業、砂利採取業 5 27 12 10 0.0% 5

建設業 3,194 2,823 2,676 2,612 4.8% -582

製造業 12,725 12,777 13,903 11,299 20.6% -1,426

電気・ガス・熱供給、水道等 39 26 53 61 0.1% 22

情報通信業 587 566 553 559 1.0% -28

運輸業、郵便業 2,544 2,017 2,179 1,610 2.9% -934

卸売業・小売業 11,925 11,424 11,578 10,899 19.9% -1,026

金融・保険業 910 851 906 904 1.6% -6

不動産業、物品賃貸業 1,495 1,242 1,152 1,113 2.0% -382

宿泊業、飲食サービス業 5,327 5,103 4,843 4,940 9.0% -387

医療、福祉 8,892 9,192 11,162 10,029 18.3% 1,137

教育、学習支援業 2,376 2,422 3,334 2,667 4.9% 291

複合サービス事業 191 194 422 416 0.8% 225

学術研究、専門・技術サービス業 1,965 1,628 770 1,540 2.8% -425

生活関連サービス業、娯楽業 3,244 3,153 3,171 2,773 5.1% -471

サービス業（他に分類されないもの） 2,938 2,662 3,412 3,113 5.7% 175

合計 58,604 56,323 60,382 54,794 100.0% -3,810

業種

従業者数（民営事業所のみ）［人］

2009年 2012年 2014年
2016年

（出所）総務省・経済産業省「経済センサス」 

宇治市内の従業者数の推移 

2009→2016年

構成比 増減数

農林漁業 8 7 6 5 0.1% -3

鉱業、採石業、砂利採取業 2 2 1 2 0.0% 0

建設業 621 538 534 490 9.1% -131

製造業 743 646 672 631 11.7% -112

電気・ガス・熱供給、水道等 3 2 4 5 0.1% 2

情報通信業 53 38 38 32 0.6% -21

運輸業、郵便業 83 69 74 79 1.5% -4

卸売業・小売業 1,453 1,312 1,283 1,205 22.3% -248

金融・保険業 79 72 77 73 1.3% -6

不動産業、物品賃貸業 436 389 389 352 6.5% -84

宿泊業、飲食サービス業 812 714 715 660 12.2% -152

医療、福祉 466 489 543 524 9.7% 58

教育、学習支援業 312 291 291 269 5.0% -43

複合サービス事業 21 20 20 20 0.4% -1

学術研究、専門・技術サービス業 213 199 189 191 3.5% -22

生活関連サービス業、娯楽業 611 599 602 569 10.5% -42

サービス業（他に分類されないもの） 338 301 312 306 5.7% -32

合計 6,254 5,688 5,750 5,413 100.0% -841

業種

事業所数（民営事業所のみ）

2009年 2012年 2014年
2016年
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（５）開業率、廃業率の推移 

宇治市内における事業所の開業率や廃業率をみると、宇治市では京都府全体や

周辺自治体と比較して、開業率は低い一方で廃業率は高くなっており、それによ

り市内の事業所数が減少していると考えられます（図表 19、20）。 
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京都府平均

宇治市

城陽市

久御山町

（％）

注：宇治市の廃業率のみ数値を表示。 

出所：総務省・経済産業省「経済センサス」を基に作成。 

（図表 20） 廃業率 

注：宇治市の開業率のみ数値を表示。 

出所：創業比率は RESAS－企業活動マップ 

【出典】総務省「事業所・企業統計調査」、総務省・ 

経済産業省「経済センサス」を基に作成。 

（図表 18） 
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（図表 19） 開業率  



15 

 

（６）産業連関表からみた市内経済 

本市の経済構造を産業連関表からみると、市内生産額は 9,797 億円となってい

ます。市外からの輸移入 5,756 億円を合わせた 1兆 5,553 億円が総供給（＝総

需要）となります。市内生産額のうち原材料等の中間投入を除く粗付加価値額は

5,254 億円。需要額のうち市外へ販売等される輸移出は 4,442 億円、市内で消費

される最終需要額は 6,567 億円、原材料等として生産へ回る中間需要は 4,543 億

円となっています。 

一方で、輸移入額は 5,756 億円、輸移出額は 4,442 億円であり、輸移出額から

輸移入額を引いた 1,314 億円が輸移入超過（貿易赤字）となります。また、総供

給 1 兆 5,553 億円に対する輸移入 5,756 億円の比率は 37％となり、これは、生

産活動に必要な原材料やサービスの多くを市外から調達していることを示してい

ます（図表 21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市外へ所得漏出 市外からの所得獲得

単位：億円

輸移入
5,756

（内訳）
輸入：646
移入：5,110

輸移出
4,442

（内訳）
輸出：498
移出：3,944

市内最終需要額

6,567

　（内訳）
消費：5,543
投資等：1,024

粗付加価値額
5,254

　（内訳）
雇用者所得：2,617
営業余剰：1,180
その他：1,457

供給（購入元） 需要（販売先）

中間投入

4,543
市内生産額

9,797

総供給

総需要

15,553

＝

最終需要

11,010

中間需要

4,543

【市外】 【市外】

【市内】 【市内】

（図表 21） 宇治市の産業連関表の概要 

出所：平成 26 年宇治市産業連関表より作成（端数調整をしているため各項目の計と全体合計が合わない場合がある） 
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生産額及び粗付加価値額をみると、どちらも製造業の構成比が最大となってい

ます。また、粗付加価値額では、製造業の次に、不動産、教育・医療・福祉、商

業の構成比が大きくなっています。従業者数の構成比と合わせてみると、本市の

産業においては、粗付加価値額及び雇用の両面で、製造業、教育・医療・福祉、

商業（卸売業・小売業）の占める比率が高いことがわかります（図表 22、23）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 22） 

（構成比） （構成比）

農林水産業 1,966 0.2% 913 1,053 0.2%

鉱業 578 0.1% 340 239 0.0%

製造業 327,244 33.4% 217,269 109,975 20.9%

建設 56,879 5.8% 31,163 25,716 4.9%

電力・ガス・水道 13,748 1.4% 8,211 5,537 1.1%

商業 82,137 8.4% 27,031 55,107 10.5%

金融・保険 17,696 1.8% 6,085 11,612 2.2%

不動産 113,040 11.5% 16,504 96,536 18.4%

運輸・郵便 36,840 3.8% 17,971 18,869 3.6%

情報通信 59,103 6.0% 27,716 31,387 6.0%

公務 45,328 4.6% 14,555 30,773 5.9%

教育・医療・福祉 138,838 14.2% 47,693 91,145 17.3%

その他サービス 79,936 8.2% 35,042 44,894 8.5%

分類不明 6,369 0.7% 3,806 2,563 0.5%

計 979,705 100.0% 454,299 525,405 100.0%

（単位：百万円）

市内生産額 中間投入 粗付加価値額

宇治市の市内生産額の内訳 

出所：平成 26 年宇治市産業連関表より作成 
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市内生産額9,797億円
内側

粗付加価値額5,254億円

（図表 23） 

出所：平成 26 年宇治市産業連関表より作成 

市内生産額と粗付加価値額の業種別構成比 
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次に、産業間の影響度をみます。影響力係数はある産業に需要が発生したとき

に産業全体に与える影響の大きさを示し、感応度係数は産業全体に均等に需要が

発生したときに、当該産業が受ける影響の大きさを示します。 

影響力係数をみると、水道、鉱業、情報通信、輸送機械、電気・ガス・熱供給、

化学製品、窯業・土石製品の順に大きな値となっており、域内経済への生産波及

効果が大きな産業と言えます。感応度係数をみると、商業、運輸・郵便、対事業

所サービス、教育・研究、情報通信、建設、不動産、金融・保険の順に大きな値

を示し、景気の影響を受けやすい産業と言えます（図表 24）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：平成 26 年宇治市産業連関表より作成 

（図表 24） 

中間投入

（百万円） （構成比） （百万円） （百万円） （構成比）

農林水産業 1,966 0% 913 1,053 0% 0.96 0.88

鉱業 578 0% 340 239 0% 1.09 0.89

製造業 325,827 33% 215,851 109,975 21% 0.97 0.99

飲食料品　　　　　　　 61,125 6% 39,841 21,284 4% 1.00 0.94

繊維製品　 3,024 0% 1,952 1,072 0% 0.99 0.88

パルプ・紙・木製品 1,029 0% 682 348 0% 0.98 0.88

化学製品  　　　  　 25,144 3% 17,111 8,033 2% 1.02 0.88

石油・石炭製品　　　 576 0% 378 198 0% 0.97 0.88

プラスチック・ゴム 32,673 3% 23,891 8,781 2% 0.98 0.92

窯業・土石製品　　 4,485 0% 2,578 1,908 0% 1.02 0.94

鉄鋼　　　　　　　　 593 0% 423 170 0% 0.99 0.88

非鉄金属　　　　　　 2,017 0% 1,647 369 0% 0.93 0.84

金属製品　　　　　　 4,472 0% 2,951 1,521 0% 0.96 0.91

はん用機械 1,529 0% 859 670 0% 0.96 0.86

生産用機械 17,216 2% 10,326 6,891 1% 0.98 0.88

業務用機械 3,642 0% 2,191 1,451 0% 0.99 0.86

電子部品 38,675 4% 28,490 10,185 2% 1.01 0.88

電気機械　　　　　　 9,607 1% 6,423 3,184 1% 0.99 0.86

情報・通信機器 390 0% 274 115 0% 0.97 0.86

輸送機械  　　　　　 31,444 3% 24,904 6,540 1% 1.05 0.98

その他の製造工業製品 88,185 9% 50,930 37,255 7% 1.00 0.92

建設 56,879 6% 31,163 25,716 5% 0.99 1.20

電気・ガス・水道 13,748 1% 8,211 5,537 1% 1.07 0.94

電気・ガス・熱供給 5,999 1% 4,024 1,975 0% 1.04 1.05

水道 7,749 1% 4,187 3,562 1% 1.11 1.02

廃棄物処理 5,665 1% 1,589 4,076 1% 0.96 0.90

商業　　　　　　　　 82,137 8% 27,031 55,107 10% 1.00 1.66

金融・保険　　　　　 17,696 2% 6,085 11,612 2% 1.00 1.10

不動産　　　　　　　 113,040 12% 16,504 96,536 18% 0.95 1.14

運輸・郵便　　　 36,840 4% 17,971 18,869 4% 1.01 1.60

情報通信 59,103 6% 27,716 31,387 6% 1.07 1.29

公務　　　　　　　　 45,328 5% 14,555 30,773 6% 0.97 0.90

教育・研究　　　　　 44,406 5% 9,417 34,989 7% 0.95 1.33

医療・福祉 94,432 10% 38,276 56,156 11% 0.99 0.90

その他の非営利団体サービス 4,337 0% 1,760 2,577 0% 1.01 0.89

対事業所サービス 24,202 2% 10,914 13,288 3% 0.97 1.37

対個人サービス 45,732 5% 20,779 24,953 5% 1.01 0.89

事務用品 1,418 0% 1,418 0 0% 1.01 0.91

分類不明 6,369 1% 3,806 2,563 0% 1.11 1.04

979,705 100% 454,299 525,405 100%計

市内生産額 影響力
係数

感応度
係数

粗付加価値額

市内産業における影響力係数と感応度係数 
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次に、輸移出額や輸移入額をもとに外貨獲得力の面から産業の状況をみると、

輸移出額では製造業が最も大きく、次に商業や情報通信が大きくなっています。

輸移入額では製造業、サービス業、商業の順に大きくなっています。 

単位生産額当たりの外貨獲得力を示す指標である RIC 指数から外貨獲得力をみ

ます。RIC 指数とは、輸移出額から輸移入額を引いた輸移出収支を生産額で除し

た指数で、市外への販売力や競争力を示す指標と言えます。RIC 指数が負の場合

は、輸移入への依存が高い産業であることを示し、正の場合は輸移出の傾向が大

きい産業であることを示しています。 

本市の場合、製造業が外貨獲得に大きく貢献していますが、今後は商業やサー

ビス業などの分野において観光客数の増加による拡大も期待できます。（図表 25）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）就業動向・雇用情勢 

本市に居住する就業者約 7万 6千人のうち約 4割に当たる約 3 万 3千人が市内

にて就業しており、約 6割に当たる 4万 4千人は市外にて就業していることから、

本市がベッドタウン的特性を有することがわかります（図表 26）。一方で、本市

に立地する事業所に勤める就業者は約 5万 6 千人であり、そのうち約 6割に当た

る 3万 3千人が本市内の居住者となっています（図表 27）。 

 

  

（図表 25） 

出所：平成 26 年宇治市産業連関表より作成 

宇治市の輸移出額と輸移入学、RIC 指数 

（単位：百万円）

輸移出額① 輸移入額② 輸移出入収支 市内生産額 RIC指数

（市外への販売）（市外からの購入） ③＝①-② ④ ⑤＝③/④

農林水産業 202 14,443 -14,242 1,966 -724.2%

鉱業 391 2,064 -1,673 578 -289.2%

製造業 296,502 284,166 12,336 327,244 3.8%

建設 0 0 0 56,879 0.0%

電力・ガス・水道 2,239 16,407 -14,168 13,748 -103.1%

商業 35,410 67,266 -31,856 82,137 -38.8%

金融・保険 441 17,278 -16,837 17,696 -95.1%

不動産 1,013 4,244 -3,231 113,040 -2.9%

運輸・郵便 13,037 26,603 -13,566 36,840 -36.8%

情報通信 31,991 28,760 3,230 59,103 5.5%

公務 0 0 0 45,328 0.0%

教育・医療・福祉 30,774 32,004 -1,230 138,838 -0.9%

サービス 30,526 80,836 -50,310 79,936 -62.9%

分類不明 1,703 1,490 213 6,369 3.3%

計 444,228 575,562 -131,333 979,705 -13.4%
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本市の通勤構造をみると、市外への通勤先（流出先）として、京都市、大阪府

内、久御山町などが多くなっています。一方で、市外から通勤する人の居住地（流

入元）では、京都市、城陽市、大阪府などが多くなっており、京都市と大阪府は

流出者数が流入者数を大きく上回り、全体では流出超過となっています（図表 28）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、雇用動向を有効求人倍率の推移からみると、本市を含むハローワーク宇

治の管轄地域において、平成 26 年（2018 年）頃までは倍率が 1.0 倍を下回り、

求人件数が求職件数を下回る状況が続いていました。しかし、この 5 年間の有効

求人倍率は、上昇傾向が続き、平成 30年（2018年）9月時点では、全国や京都府

の水準を大きく上回る 1.9 倍に達し、求職者（すなわち労働力）が大幅に不足す

る状態となっています（図表 29）。 

 

（図表 27） 
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出所：図表 26、図表 27 ともに総務省「国勢調査」 

（図表 26） 宇治市内に居住する就業者の勤務先 
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（図表 28） 宇治市の通勤構造 

出所：総務省「平成 27 年国勢調査」 
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京都府の南部地域における職業別の求職動向をみると、専門的・技術的職業、 

サービスの職業、販売の職業、輸送・機械運転の職業、生産工程の職業、建設・

採掘の職業で大幅な求職者不足であるのに対し、事務的職業では大幅な求人不足

になっています。また、業種面から福祉関連の職業では求職者不足となっていま

す。このように、労働市場全体では大幅な求職者不足の状態にあるものの、職業

によって過不足の状態が大きく異なっています（図表 30）。 

  

（図表 29） 
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* 有効求人倍率はパートタイムも含む原数値

（注1）南部地域は、ハローワーク南部地域5カ所（京都西陣所、京都七条所、伏見所、宇治所、京田辺所）

（注2）宇治の管轄地域は宇治市、城陽市、久世郡、綴喜郡のうち宇治田原町
（出所）厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」、京都労働局「完全失業率等の状況」

有効求人倍率＊推移 
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* 常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４ヶ月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働者を除く)

（注）南部地域は、ハローワーク南部地域5カ所（京都西陣所、京都七条所、伏見所、宇治所、京田辺所）

（出所）京都労働局「求人・求職バランスシート（平成30年9月分）」

* 常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４ヶ月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働者を除く)

（注）南部地域は、ハローワーク南部地域5カ所（京都西陣所、京都七条所、伏見所、宇治所、京田辺所）

（出所）京都労働局「求人・求職バランスシート（平成30年9月分）」

（図表 30） 南部地域における職業別求人求職状況 

（平成 30 年 9 月、常用＊） 



21 

 

３．宇治市産業における課題 

（１）経済構造等の変化への対応 

グローバル化の進展など国内外の経済構造が変化するとともに、少子高齢化や

ＩＴの進展等により社会構造や消費者の意識・行動が変化してきています。また、

地球環境問題やエネルギー問題、自然災害やサイバー攻撃など事業者が対応すべ

き課題も増えており、それらに対応した事業内容や経営方法に転換し、競争力を

高めていく必要があります。 

 

（２）生産性の向上や付加価値の増加 

企業利益の増加や従業者の所得向上を図るため、新たな設備投資やＩＴの利活

用、働き方の改善により生産性を向上させるとともに、魅力ある商品やサービス

の開発により付加価値を増加させる必要があります。市内事業所へのアンケート

によると「生産性の向上」は製造業や建設業において、「新商品や新技術の開発」

は製造業や商業（小売・卸売業）において、経営上の課題と考えている事業者が

多い傾向がみられます。 

 

（３）市内経済循環の促進と輸移出の拡大 

市内経済は輸移出額に比べて輸移入額が多く、市外へ資金が流出している構造

となっているため、市内での自給率を高めるとともに、市外への輸移出を拡大し

ていく必要があります。そのためには、市内事業者や市内産品等の認知度向上、

市外市場への販路の拡大、市内事業者間のビジネスマッチング等が求められます。 

 

（４）雇用の確保や人材の育成 

堅調な経済状況や生産年齢人口の減少により、市内の事業所において雇用の確

保が重要な課題となっています。市内事業所へのアンケートからは、特に製造業、

建設業、飲食業及びサービス業において「人材の確保」に対する支援を求める声

が多く聞かれます。また、「単純労働力の確保」以上に「技術や知識を持つ人材の

確保」を宇治市における地域的な課題としてあげている事業者が多くみられる状

況です。 

産業分野によって労働力の過不足状況や求められる人材が大きく異なるため、

適切な雇用マッチングや人材育成を進める必要があります。加えて、働き方改革

を進めるなど職場環境の整備も求められます。 

 

（５）事業承継と起業促進、市外からの受入 

市内経済の担い手である事業者数は減少傾向にあり、開業する事業者に比べて

廃業に至る事業者が多いと考えられます。市内事業者の円滑な事業承継を進める

とともに、起業の意欲を持つ人に対する支援を通じて市内での起業を促進し、ま

た、市外からの事業者の進出を促進する必要があります。 
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（６）関係窓口が連携した支援体制 

市内に事業所を拡張や新設する際には様々な規制や多くの手続きがあるため、

個々の案件に応じて柔軟かつスピード感のある市関係課の連携した対応が求めら

れています。また、市や商工会議所、その他機関の企業支援制度の利用者も限ら

れています。要因としては、制度の周知が不十分なことに加えて、各種申請窓口

も市役所や他機関に分かれていることなども考えられます。各種制度の利用促進

に向けた積極的な紹介や相談窓口の設置などが必要だと考えられます。 

 

（７）新たな工業用地の確保 

市内の製造業では、敷地の制約から施設の増設や拡張が難しい事業所があるこ

とに加え、市内での移転拡張先や新たな事業所を受入するための用地が少ないた

め、工業専用用地の確保が課題と言えます。 

 

（８）産業の共通基盤の整備 

東西南北への交通の要衝にあり、京都市から近いことを宇治市の地理的な利点

として考えている事業者が多い一方で、市内道路の渋滞や公共交通機関の不足な

どを課題として考えている事業者も多くみられ、市内においても地域により事情

は異なります。地域によっては、地理的な利点を活かせる交通網のさらなる整備

が求められています。 

 

（９）観光客による経済効果の拡大 

本市は観光地としての側面を有し、近年は特に外国人観光客が増加傾向にあり

ます。外国人観光客の訪問による経済効果を市内全域において高めるため、商店

街や個店における受入体制や、宿泊・飲食事業者から農業事業者まで観光に関連

する事業者が様々な商品やサービスを開発・提供する必要があります。 

 

（10）宇治茶ブランドの強化や販売促進 

茶に関しては宇治市の高品質な茶葉を品質に見合った価格で安定した流通がで

きるように、宇治茶ブランドの強化、加工販売業者と一体となった商品開発や販

路開拓を進める必要があります。 

 

（11）宇治産農産物の認知度向上や他産業との連携 

茶以外の農産品に関しては、米や野菜、花き、鶏卵など様々な農産物がありな

がら市内外での知名度が低く、地元では購入できる機会が少ないため、知名度の

向上や購入機会の増加を進める必要があります。また、飲食業や食品加工業など

他産業との連携が十分でないため、ニーズの掘り起こしや販路とのマッチングが

必要です。 
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４．本市のこれまでの取組と課題 

本市はこれまで様々な施策を通じて産業を支援して来ました。ここでは、工業、商

業、農業の産業ごとに、主たる取組の内容とその課題について記載します。 

 

（１）工業 

① 企業立地助成金 

市内に一定規模以上の事業場を新設、増設する製造業等に対して、投下固

定資産額の一部や固定資産税相当額の一部、雇用人数に応じた助成金を支給

することを通じて、新たな立地や拡張、雇用を促進しています（平成 14年度

以降～市内への新規立地：14件、市内企業の拡張や移転：22件）。 

課題  

新設、移転とも市内に新たな事業用地が少なく、市内企業が市外へ拡張、転

出するケースも発生しています。 

 

② ベンチャー企業の育成 

市が所有するベンチャー企業育成工場により製造業の創業の場所を提供す

るとともに経営サポートを行っています。卒業企業は 11 社に達しています。 

課題  

卒業後に宇治市へ定着する企業が少ないことや、ベンチャー企業育成成工

場に併設された産業振興センターの活用などが課題です。 

 

③ 補助金制度 

展示会出展、従業員の資格取得、特許権の取得や研究委託等のための費用

を助成しています。 

課題  

展示会への出展等のきっかけになっていますが、制度自体が市内企業へ十

分周知されていないことや、補助対象の取組が今のままで良いかを検討する

必要があります。 

 

④ 合同企業説明会、企業見学バスツアー 

製造業を集めた京都市内での合同説明会や企業見学バスツアーを開催し、

主に新卒者と企業のマッチングの機会を設けました。 

課題  

雇用状況の変化などから、参加者（学生等）を集めることが年々厳しくなっ

ていることや、参加企業数が限られていることが課題です。 
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（２）商業 

① 起業支援に関すること 

起業家に対して、起業に要する経費の一部を補助することにより、事業基

盤の安定に一定寄与しただけでなく、商店街等の地域との連携や、他事業者

との連携を促すことにより、地域経済の活性化に寄与しています。（平成 29年

度：5件） 

課題  

事業開始間もない事もあり、制度の周知が課題であり、申請件数が少ない

状況にあります。また、移住・若者・市内雇用等、市が重点的に取り組むべき

内容に対し補助金を加算する仕組みとなっているものの、宇治市で起業する

インセンティブになっているか検証する必要があります。 

 

② 融資に関すること 

市独自の低利融資制度（マル宇）を設けるとともに、マル宇や他の融資制度

の保証料及び利子を補給することにより、中小・小規模零細事業者の負担を

さらに軽減し、経営の安定を図っています。 

課題  

低利融資制度に加えて、利子や保証料を補給している制度のあり方につい

て検討する必要があります。 

 

③ 商店街の振興に関すること 

商店街等が行うイベント等の活性化対策事業や情報化対策事業に対して事

業に要する経費の一部を補助しており、商店街を中心に集客や収益アップに

一定寄与しています。（平成 29年度：補助件数 12件） 

課題  

毎年同じ事業に対して補助金を交付している事も多く、商店街等が自立す

る仕組みとなっているのか検証する必要があります。 

 

④ 商業等の経営支援に関すること 

市内小規模事業者の経営改善を図るため、宇治商工会議所が行う相談・指

導等の事業に補助しており、平成 29年度はのべ 4,500件を超える相談業務を

実施しました。さらには、商業分野における経営改善や販路開拓、人材育成等

を図るために、宇治商工会議所が実施する事業に対して事業費の一部を補助

しており、台湾への販路拡大や市内地場産品の国内外のバイヤーとのマッチ

ング等を実施してきました。また、商工業振興の中核施設である宇治市産業

会館は、宇治商工会議所を指定管理者に指定しており、会議・研修や地場産品

の展示・紹介等に幅広く利用されています。 

課題  

現在、宇治商工会議所による支援は商業支援が中心となっており、製造業

への支援のあり方について検討する必要があります。また、産業会館につい
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ては全体的に利用者が減少傾向であり、展示スペースがあるものの、市内企

業の有効な情報発信の手法について検討する必要があります。 

 

⑤ 商業等の人材確保に関すること 

ハローワーク宇治、宇治商工会議所と連携し、市内企業が参加する会社説

明会を平成 27 年 11 月から月１回開催しており、これまでのべ約 130 社、の

べ約 250人の求職者の参加があり、20人を超える採用につながっています。 

課題  

近年、有効求人倍率が特に高い状態が続く中、求職者の参加が少ない状況

が続いています。開催手法や効果的な広報について検討する必要があります。 

 

（３）農業 

① 補助金制度、各種制度 

【茶の関係】 

品評会の奨励金支給、伝統的製法や手摘み支援、宇治茶おもてなし条例の

策定、碾玉（宇治市内産ブランド茶）の開発、茶業関係組織等への補助等によ

り、高品質な茶葉の生産振興とともに、各賞の受賞等を市内外へＰＲしてい

ます。 

課題  

国内での高級茶の需要が減少しており、市内産茶葉の高品質を維持しなが

ら高価格で流通できるように生産農家や加工販売業者等と地域一体となった

取組が求められます。 

 

【農業（米、野菜、花き、畜産等）の関係】 

転作時の奨励作物（ブロッコリー、とうがらし等）への上乗せ支援により奨

励作物が盛んに栽培されるようになりました。また、野菜等経営安定対策、直

売会・食育講座の開催、メール登録者への情報発信等により、市内産物の生産

振興を図っています。加えて、安定した営農支援のため、農道・水路等の維持

管理や農地関連制度は経常的に実施しています。 

課題  

宇治市特産をイメージする農産物がなく、奨励作物の認知度も低いことが

課題です。また、市民が市内産の農産物を購入する機会が少ないことも課題

です。 

 

② 担い手の育成 

新規就農者への補助制度、認定農業者の営農計画の実践、農コン（後継者の

お見合い）等により、制度を積極的に活用する新規就農者が増加しています。 

課題  

農業従事者の減少や高齢化により商品開発等経営改革に取り組む農家は少

なくなっています。茶の摘み子等、繁忙期の短期労働力の確保が難しくなっ
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てきています。優良な農地面積が少なく、農地を所有していない就農希望者

にとって参入が難しい環境と言え、市内圃場での新規就農研修事業の実績が

無い状況です。認定農業者を中心に、多角的な経営視点を持った農業者の育

成も課題です。 

 

③ その他の課題 

茶以外は飲食・加工・観光等他産業との連携が十分でないため、新たな農産

物へのニーズの掘り起しと情報共有による販路のマッチングが必要です。国、

京都府主導の事業が多く、市の業務も個別・縦割りになりがちであるため、複

数年計画による横断的で柔軟な事業実施が求められます。また、同じ地域で

も生産者によって経営条件が違うため、営農に対する意識に差がみられます。

個人的な取組だけでは公益性のある施策が絞りにくいため、地域や組織的な

取組と関連付けていく仕組みが求められます。 
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第３章 産業戦略の目標と方向性 

 

１．産業戦略の目標 

 少子高齢化による人口減少がますます進展する中にあっては、地域経済をより一

層活性化させることが、ひいては地域全体の活性化につながるものと考えられま

す。そのために、まずは市内産業が持続的に成長、発展していくことが重要であ

り、その結果、多様な雇用の場が生まれ、市内定住人口の確保、増加にもつながっ

ていくものと考えます。 

第１章の産業戦略策定の趣旨、第２章の現状と課題をふまえ、市内産業のさらな

る活性化に向けて、「広がる、生まれる、進化する “産業交流都市・ＵＪＩ”」を

コンセプトに、次のとおり宇治市産業戦略の目標を設定します。 

 

 
 

２．産業戦略の取組の方向性 

 宇治市産業戦略の目標達成に向け、概ね今後１０年間の本市の産業振興の方向性

を次の３点とします。なお、平成３１年度から３年間の計画期間に実施する具体的

な取組については、第４章に記載します。 

 

（１）市内産業の進化・発展  “Ｕ” （Ｕｐｇｒａｄｅ） 

市内企業アンケート等の結果から、住工混在や既存用地の狭さ等により、特に

市内製造業の円滑な操業や事業用地の拡張、工場の増設等が困難な状況にあり、

成長を阻害する要因の一つとなっていることが分かってきました。また、今後、

企業として新商品の開発や販路拡大、生産性の向上などに力を入れていきたいと

の意見が多く挙げられていました。 

今後は、市内産業のさらなる成長、発展に向けて支援することに重点を置き、

社会や経済構造の変化に応じた事業や経営方法への転換を促進するとともに、市

内企業の成長・発展にあわせた事業環境の確保に向けて調査や検討を行います。

また、市内の事業所や商店街、お茶などの特産品や観光資源、多様な人材や地理

的な利点、自然環境など市内の様々な地域資源を活用して競争力を高め、市外か

らの資金の流れを増やすことを目指します。 

～ 宇 治 市 産 業 戦 略 の 目 標 ～ 

将来にわたって持続発展できる強い市内産業をつくり、多様な働

く場を創出することにより、定住人口を確保し、市民の豊かな暮ら

しを実現する。 
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（２）交流・連携の強化  “Ｊ” （Ｊｏｉｎ） 

市内企業アンケート等では、市内にどのような企業があるのかよくわからない

（何を作っているのか、どういった技術を持っているのか等）といった意見が多

くあり、また、高い技術を持った市内企業を市外に向けてＰＲすることで新たな

販路拡大につながるケースもあると考えています。 

こうした市内外の企業や関係団体、人材等との連携を強化し、市内の経済循環

を促進するとともに、企業や人の交流やつながりを通じて、新しい価値の創造を

促進し、市内経済の活性化を目指します。 

 

（３）新たな産業の創出  “Ｉ” （Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ） 

   市内の事業所数や従業者数は減少傾向にあるため、新たな産業の創出や起業

に対する支援が必要な状況です。また、市内において新たな工業用地の確保が

課題であるといった意見も多く挙げられています。 

こうした状況から、時代のニーズに合わせた多様な起業家を輩出するととも

に、未来（これから）の宇治を見据え、市外からの企業の受入や誘致について

は、宇治市の発展や経済構造の変化を踏まえて、優先する業種やそのための条件

整備など継続して調査するとともに、将来性のある企業が市内に増えていくよう

事業環境の改善や起業しやすい環境づくりを目指します。 

 

３．産業分野ごとの目指す姿 

 

（１）商業 

市内事業所で働く従業者の中では、商業やサービス業の分野で働く人の割合が

多くを占めており、市内での雇用創出に大きく貢献しています。一方で、商品や

サービスを市外から購入する金額が多く、市内での消費が少ない状況にありま

す。 

今後は、魅力ある商店街や個店の情報をさらに発信し、経営改善を支援するこ

とで、市内の経済循環の拡大を目指します。また、商業やサービス業における雇

用の確保、宇治市観光振興計画に基づく観光関連産業による市外からの購入金額

の増加を目指します。 

 

また、外国人観光客等の増加が今後も期待される観光関係では、商業やサービ

ス業、茶業など様々な市内産業との関係が深く、宇治のブランド力向上や市内消

費額の増加にもつながることから、宇治市観光振興計画に基づき、観光関連施策

を推進します。あわせて、商業やサービス業における雇用の確保に努めます。 

 

（２）工業 

出荷額、事業所数ともに減少傾向にあるものの、製造業分野は他の産業に比

べ、市外からの資金を獲得しています。また、製造業は経済波及効果が高く、市

※下線部を下記のとおり修正 
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内産業への影響力が大きい状況にあります。一方で、住工混在や敷地の制限等に

より、操業や事業の拡張が難しい場合があることが課題となっています。 

今後は、市内製造業の強みである“独自の技術を持ち、短納期、小ロットへの

対応力の高さ”を活かした市内外の企業等とのマッチングや付加価値の向上、生

産性の向上を目指します。 

 

（３）農業 

   茶に関しては、市内の個人商店への販売額が最も多く、米や野菜等について

は市内の農協、卸売市場への販売額が多くなっています。一方で、宇治茶のブ

ランド力は高いものの、その他の農産物の認知度が低く、地元で購入できる機

会が少ない状況にあります。 

今後は、高品質な市内産茶葉に見合う価格による流通の取り組みとともに、茶

以外の農産物の認知度の向上や購入機会の増加を図り、商業分野との連携による

販路の拡大を目指します。 
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第４章 具体的な取組内容 

 

１．施策の体系 

 第３章において設定した宇治市産業戦略の目標を達成するため、産業振興の３つ

の方向性に基づき、具体的な取組内容について、「事業のしやすい環境づくり」「市

内産業の情報発信」「市内産業の成長支援」「人材不足への対応」「事業の担い手確

保」の５つの柱により設定します。 

 また、新たな産業支援拠点として、「（仮）宇治市中小企業サポートセンター」を

宇治市産業会館内に設け、商工会議所等の関係機関と連携して、これらの取組を実

行することとします。センターでは、市内産業の成長・発展に向けた相談や情報発

信、助成金等の支援業務を行うとともに、新たな産業創出に向けた連携・交流事業

の企画等の業務を外部の機関や人材も活用しながら行います。 

 

【戦略のコンセプト】 

～「広がる、生まれる、進化する “産業交流都市・ＵＪＩ”」～ 
 

【目 標】 

 

 

【取組の方向性】            【取組内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来にわたって持続発展できる強い市内産業をつくり、多様な働く場を創出す

ることにより、定住人口を確保し、市民の豊かな暮らしを実現する。 

１．事業のしやすい環境づくり 

２．市内産業の情報発信 

３．市内産業の成長支援 

４．人材不足への対応 

５．事業の担い手確保 

市内産業の進化・発展 

交 流 ・ 連 携 の 強 化 

新 た な 産 業 の 創 出 

（仮)宇治市中小企業サポートセンター 

※産業支援拠点として新たに設置 

市の関係課や関係機関と連携
して以下の取組を実施 
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２．具体的な取組内容 

宇治市産業戦略の目標を達成するため、今後の本市の産業振興の３つの方向性に

基づき５つの取組内容を設定し、さらに今後３年間において取り組む具体的な施策

を位置付けます。 

 

 （１）事業のしやすい環境づくり 

   市や商工会議所による連携のもと、市内企業が抱える事業運営上の様々な課

題やニーズに対応するための相談窓口を設置します。また、新たな事業用地の

確保に向けたニーズ把握や検討、新設や拡張のための補助金等の活用を促し、

より操業しやすい環境づくりを目指します。 

 

   ①市内産業の経営支援 

区分 事業内容 

新 

規 

（仮）宇治市中小企業サポートセンターの開設 

経営上のニーズに関する相談や情報の提供、移転や拡張など工業

用地に関する相談や庁内関係部署との調整、企業間連携や異業種

交流の場づくりなどを市と商工会議所が協力して行う市内企業

の総合支援拠点を設置し、市の関係課、国や京都府の関係機関、

産業支援機関、金融機関、大学・研究機関等と連携することによ

り、幅広い支援を実施 

各種制度の周知 

市内企業向けに市や商工会議所等の各種制度を積極的に周知す

るためのパンフレットを作成し、企業訪問等に活用 

 

区分 事業内容 

継 

続 

企業立地助成金の活用支援 

市内で工場の新設や規模の拡張をする企業を支援するため、条例

に基づき市の助成金を交付 

各種公的助成金、補助金の申請支援 

工場の新設や設備投資を行う場合の国や京都府、市の補助金・助

成金、税の減免等に関する情報提供や、申請する場合の支援 

専門機関と連携した支援 

専門機関と連携し、市内企業を対象とした様々なテーマでのセミ

ナーや講習会を開催し、また、技術相談や経営相談、販路開拓や

産学連携等について、企業訪問・支援を実施 

農家メルマガの配信 

登録した農業者等に対して、販路拡大や高付加価値化等に関する

情報の提供 
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   ②新たな工業用地の確保 

区分 事業内容 

新 

規 

工業用地の確保に向けた調査・検討 

新設、移転とも市内に新たな事業用地が少ないことから発生して

いる、市内企業の市外への転出等のケースに対応するため、市内

企業の市内での移転・拡張ニーズや、市外企業の受け入れに対応

できる新たな工業専用用地の確保に向けた調査・検討の実施 

 

 

 （２）市内産業の情報発信 

市内企業や商品の情報を市内外へ発信することによるマッチングや販路拡大を

推進します。また、宇治ブランドの向上を図ることにより、宇治産品の高付加価

値化や外国人観光客のさらなる誘客につなげます。さらには、商店街や地域グル

ープが行うイベント等の取組を支援することにより、市内の経済循環の拡大と広

域的な活性化を目指します。 

 

   ①魅力的な市内企業情報の発信 

区分 事業内容 

新 
規 

市内企業や市内産品の情報発信 

市内製造業や伝統産業をＰＲするためのオープンファクトリー

（工場や工房見学）の開催や、市内企業や市内産品などを情報発

信するためのパンフレットやウェブサイトの作成 

 

区分 事業内容 

継 

続 

技能功労者の表彰 

技能水準の一層の向上と技能尊重の気運を高めることを目的に、

永く同一の職業に従事し、優れた技能を持つ人を表彰 

 

 

②宇治ブランドの向上 

区分 事業内容 

拡 

充 

奨励作物の販路拡大支援 

これまでも地域が力を入れてきた奨励作物の広報ツールの作成

や商談会出展等への支援 
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区分 事業内容 

継 

続 

観光施策の実施 

宇治市観光振興計画に基づき、「観光都市・宇治のブランド力を

高める」施策を実施 

魅力発信事業の実施 

市民、事業者，関係団体と協働し、宇治市の様々な魅力を発信す

る意見交換会やイベントを開催 

市内産宇治茶ブランドの向上に向けた施策の実施 

宇治碾茶を始めとする市内産茶葉の高品質保持への支援やイベ

ント出展等での普及宣伝 

 

 

   ③商店街の活性化支援 

区分 事業内容 

拡 

充 

イベントへの補助 

商店街等における賑わいを創出するため、商店街等が実施するイ

ベントに対し、拡充して補助金を交付 

商店街等の消費拡大に向けた取組 

商店街等が実施するキャッシュレス化等に向けた取組への支援 

 

区分 事業内容 

継 

続 
商店街等への補助 

商店街等が実施する商店街施設の設置、情報発信事業に対し補助

金を交付 

 

  



34 

 

 （３）市内産業の成長支援 

   生産性の向上につながるＩＴ化や自動化などの取組、また、付加価値の増加

につながる取組を支援します。さらに、新商品開発や販路拡大につながる企業

間交流や異業種交流、産学交流などを促進します。 

 

   ①連携・交流の強化 

区分 事業内容 

新 

規 

異業種交流会の開催 

市内企業のマッチングや先進的な取組を実施している市内企業

の知識や情報の共有を図ること等を目的として、市内企業を対象

とした交流会を実施 

産学交流の推進 

包括連携協定を締結している金融機関や民間企業との連携によ

り、大学等との産学連携を促進するための事例紹介や技術シーズ

等の勉強会等を実施、京都大学宇治キャンパス産学交流会（年４

回）への市内企業の参加促進 

農商工が連携した商品開発や新ビジネスの支援 

生産者と加工・販売業者等の連携による市内産農産物の新たな商

品や販売ツール開発などにかかる経費を助成 

 

 

   ②販路拡大の支援 

区分 事業内容 

新 

規 

展示会への合同出展 

ベンチャー企業をはじめ小規模の製造業が自社の製品や技術等

を広くＰＲし、販路拡大につなげるため、首都圏や海外で開催さ

れる展示商談会への合同出展を実施 

先進的事業に取り組むモデル営農への支援 

経営計画への支援と、市内産農産物の付加価値向上・販路拡大に

資する新技術導入や公的認証取得などの研修等経費を助成 

市内産農産物の流通促進や商談会の実施 

小規模商談会の開催とともに、生産者や商品の種類・特長等を示

したシートを作成し、イベントや商談会時に活用 
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区分 事業内容 

継 

続 

商工会議所と連携した販路拡大の促進 

商工会議所が実施する事業者の国内外への販路開拓支援や商店

街等の賑わいを創出する事業等に対し補助金を交付 

展示会への出展補助 

市内中小企業が自社の製品等を展示会等に出展する場合の経費

の一部を補助 

 

 

   ③生産性の向上や付加価値の増加 

区分 事業内容 

新 

規 

先端技術導入に対する支援 

ＩｏＴやＡＩ等の先端技術の導入に向け、専門相談員による相談

窓口を設置 

各種セミナーの開催 

販路拡大や付加価値の増加、新たな分野への進出や人材不足への

対応等をテーマとしたセミナーを開催 

営農研修への支援 

生産者の経営計画に基づく商品力・生産技術向上のための研修を

支援 

 

区分 事業内容 

拡 

充 

設備投資への支援 

生産性や生産効率の向上等、現場改善や経営力向上のための設備

投資に対する低利融資の拡充 

 

区分 事業内容 

継 

続 

低利融資制度の実施 

市内企業の経営の安定を図るため、事業資金の低利・無担保で融

資を実施し、あわせて保証料と利子の一部を補給 

先端設備導入に係る償却資産税の減免 

先端設備等導入計画を策定する企業に対して、導入予定の設備に

かかる固定資産税を最大３年間免除 

資格取得に対する補助 

従業員の資格、免許等の取得や研修会等の受講に要する経費等の

一部を補助 

委託研究等に対する補助 

産業財産権の取得や技術革新のために大学等に研究委託等を実

施する場合の経費の一部を補助 
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（４）人材不足への対応 

   合同企業説明会の実施やインターネット等を活用した求職者への情報発信に

より、雇用を促進します。また、働きやすさ、住みやすさをＰＲすることによ

り、市内企業への就労につなげます。さらには、人材不足を補うための取組を

積極的に支援します。 

 

   ①雇用の確保 

区分 事業内容 

新 

規 

ＷＥＢを活用した雇用・就労支援 

市内中小企業の大きな課題となっている雇用確保に向け、インタ

ーネットを活用した人材募集サイトと連携したマッチングを実

施 

各種セミナーの開催【再掲】 

販路拡大や付加価値の増加、新たな分野への進出や人材不足への

対応等をテーマとしたセミナーを開催 

市内企業や市内産品の情報発信【再掲】 

市内製造業や伝統産業をＰＲするためのオープンファクトリー

（工場や工房見学）の開催や、市内企業や市内産品などを情報発

信するためのパンフレットやウェブサイトの作成 

 

区分 事業内容 

継 

続 

会社説明会の開催 

市内企業の人材確保等を目的に、ハローワーク、宇治商工会議所、

京都ジョブパークと連携した会社説明会を開催 

合同企業説明会の開催 

市内製造業の人材確保を支援するため、京都ジョブパークとの共

催による合同企業説明会や企業見学バスツアー等を開催 

 

 

   ②人材不足を補う取組への支援 

区分 事業内容 

新 

規 

先端技術導入に対する支援【再掲】 

ＩｏＴやＡＩ等の先端技術の導入に向け、専門相談員による相談

窓口を設置 
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 （５）事業の担い手の確保 

   市内における起業の掘り起しや起業家への支援により、新たな起業を促しま

す。また、市内企業の事業承継への支援を行うことにより、事業の担い手を確

保します。 

 

   ①起業支援 

区分 事業内容 

新 

規 

起業ニーズの掘り起し 

市内における起業家の掘り起しを目的とした、起業を選択しても

らうための創業塾の開催や、起業家に情報交換の場や、起業家同

士の出会いの場を提供するための交流会を開催 

新たな起業拠点の整備に向けた検討 

産業振興センターや産業会館等を活用した、市内における起業や

オープンイノベーションの拠点整備に向けた検討 

 

区分 事業内容 

継 

続 

起業家をＨＵＢとした異業種交流会の開催 

包括連携協定を締結している金融機関と連携した、起業家を応援

するための交流会を開催 

新規起業家への開業資金の補助 

起業初期の経営安定化を目的に、新たに起業する人や第二創業を

行う人に対して、その経費の一部を補助 

専門機関による市内企業の相談支援の実施 

インキュベーションマネージャーを配置し、宇治ベンチャー企業

育成工場の入居企業等の経営支援を実施 

ベンチャー企業育成工場の運営 

市内におけるベンチャー企業育成を目的とした、宇治ベンチャー

企業育成工場を運営 

京都府融資制度を活用した起業への支援 

操業支援の一環として、京都府制度である「開業・経営承継支援

資金」への保証料補給（一部）を実施 

 

   ②円滑な事業承継の支援 

区分 事業内容 

新 

規 

市内事業者を対象としたセミナーの開催 

市内中小企業者の大きな課題となっている事業承継をテーマと

したセミナーの開催 
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   ③新たな担い手の確保 

区分 事業内容 

新 

規 

企業誘致可能性の検討 

宇治市の特徴や経済構造の変化、企業側のニーズ等を踏まえた上

で、研究開発型の企業や大学発のベンチャー企業など、誘致対象

を検討 
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第５章 推進体制 

 

１．産業戦略の推進体制 

  宇治市産業戦略の策定にあたっては、有識者等から構成される「宇治市産業戦

略策定会議」において議論いただき、専門的な見地から、様々な意見が出されま

した。 

また、策定の過程において実施した市内企業アンケートや、直接聞き取りを行

った市内企業ヒアリングでは、現在の市内産業が抱える課題が浮かび上がってき

ました。 

今後は、新たな産業拠点として設置する「（仮）宇治市中小企業サポートセンタ

ー」が中心となって、宇治市産業戦略に位置付けた具体的な取組を着実に実施す

ることにより、本市産業のさらなる活性化を図ることが重要です。 

一方、社会情勢や本市を取り巻く経済状況の変化、国や京都府による施策の動

向、事業者や市民ニーズの変化等により、求められる施策が変わってくる可能性

も考えられます。 

そのため、具体的な取組施策が着実に実施できているか、また、時代のニーズ

に即した施策が実施できているか等、取組の進捗を定期的に報告することにより

助言を受ける組織「（仮）宇治市産業振興会議」の設置を検討します。有識者や関

係機関等と連携を図りながら、必要に応じて具体的な取組の見直し等を行いま

す。 
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 【中小企業支援のイメージ図】 

 

 

 

 

支援          相談 

 

 

    ①                            ③ 

 

    ②                            ④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※連携体制について 

 連携先 連携内容 

① 金融機関 

包括連携協定を締結している京都銀行、京都中央信用金

庫、京都信用金庫との連携により、各種セミナーや起業

家を応援するための交流会等を実施 

② 大学等 
新商品や新技術の研究開発を促進するため、大学等と連

携し、研究者とのマッチングを実施 

③ 
国・京都府関係機

関 

国の補助金や各種制度、京都府のエコノミックガーデニ

ング強化支援事業等の補助金や各種認定制度等の活用に

向けた情報提供や関係機関との連携 

④ 産業支援機関 

受発注のマッチングや設備導入等の相談は公益財団法人

京都産業２１や（一社）京都府農業会議と、技術的な相

談は京都府中小企業技術センター等と連携を図り、平成

３１年３月に開設予定の京都経済センターとの連携も模

索 

 

（仮）宇治市産業振興会議 

市内中小企業者 

・相談窓口の設置 

・補助金等の情報提供、申請支援 

・企業間、異業種交流の支援 

・各種専門機関との連携支援 

・融資制度の案内 

・技術開発支援 

・産業施策の企画立案 

(仮)宇治市中小企業サポートセンター 

▽産業会館内に設置 

  ▽市産業担当課・商工会議所で構成 

金融機関 

大学等 

 

産業支援機

関 

施策の進捗報告 施策への助言 

国・京都府関係機関 
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第3回宇治市産業戦略策定会議における主な意見 

 
①中小企業サポートセンターについて 

 ＜全体的なこと＞ 

サポートセンターが重要な役割を果たす。宇治市や商工会議所が 1か所に集まるだ
けでも意味があると思うが、外部からの資金調達や民間出向者の参加などの広がり

を考えると、実行組織として独自の機関にすることもひとつの手ではないか。 
サポートセンターがワンストップで全ての機能を持つのではなく、各機関へつなぐ

など、身軽な体制をつくった方が有効ではないか。金融機関や京都リサーチパーク

などの民間を接着剤として力を借りることも重要。 
サポートセンターが市内企業をまわることはとても良い。日常的なコミュニケーシ

ョンがなくてはマッチングができないので、用事がなくとも出かけて行き、他愛も

ない話をすることも必要。 
センターは器だけつくっても動かないので、職員が現場である企業へ出て行くべ

き。主役はセンターにいる職員であることを明確にした方が良い。京都産業 21 や
中小企業技術センターへつなぐのは人である。 
製造業にとって、率直にいうと宇治市はやりにくい。製造業が伸びて行こうとする

ときに規制などがあり、廃業や市外へ転出している現状を認識して、サポートセン

ターにはきめ細やかに対応してほしい。 
京都産業 21 の登録支援企業は京都市の次に宇治市が多く、機械金属などものづく
り企業への支援に期待している。現場レベルでの連携や一緒に地元企業をまわるな

ど京都産業 21が協力できることはある。 
サポートセンターが機能するかどうかが最も重要。商工会議所も含めていろいろと

回ってもらうことがよいのではないか。 
＜センターの取組内容など＞ 

いろいろな企業や人が集まり、交流し、イノベーションが生まれる場所として、サ

ポートセンターの中にシェアオフィスがあっても良いのではないか。そこへ行けば

おもしろいことができそうという場を緩やかに発想してつくってほしい。 
課題としてベンチャー工場の卒業企業が市内に定着していないとあるがなぜなの

か。その理由がサポートセンターの戦術的な話として重要なのではないか。 
空き家を活用して飲食業などの起業の場所とするようなマッチングもサポートセ

ンターでできないか。定住人口や地元雇用につながる。 
サポートセンターの人材育成も大事。欧米の経済政策を担当している人は大学院で

学んだ専門性のある人が多い。職員が専門性を身に着け、マッチングのアイデアを

提供できるような担い手になって欲しい。 

参考資料１ 
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②観光、ブランドについて 

 外貨を稼ぐには製造業や観光などが重要となる。観光振興計画があるとのことだ

が、観光の重要性は本戦略でも記載した方がよいのではないか。 
観光は交流人口や消費額など横串の刺さるテーマが多い。産業戦略のなかにも観光

があり、観光振興計画のなかにも産業としての位置づけが記載されていれば、双方

がより密接に結ばれる。 
観光は風評などの影響を受けやすい。商業・工業のしっかりとした産業に観光を加

えて層を厚くすることが大事。宇治のブランド化という点で観光の果たす役割は大

きい。外国人対応において、外国人を採用することは役に立つ。 
観光は総合産業と捉えている。観光政策としては交通や宿泊業、ものづくりへの相

乗効果を考えるとよい。 
京都市では観光公害という言葉が言われているが、インフラ整備があれば発展しや

すい。例えば荷物を預ける場所があり、手ぶら観光ができればより多くの人が訪れ

るだろう。 
宇治市は何より全国的に有名。世界遺産があり宇治茶がある。ブランドは有効なツ

ールであり前面に押し出すとよい。 
海外で「宇治茶」はかなり認知されてきているが、一方で「宇治茶」というブラン

ドが勝手に使用されてしまっており、ブランドを守るために商標権の確立などに取

り組んでいる。 
③情報発信について 
 情報発信では英語、多言語対応をして欲しい。現在はネットで多くの情報収集が行

われている。コミュニケーションやマッチングについて市内外・海外の人達とつな

がることで様々な効果が期待でき、多言語を意識するだけで可能性が広がる。 
情報の出し方も重要で、生半可な出し方では埋没してしまう。価格や品質はもちろ

んだが、生産されたプロセスや環境に配慮しているということ、歴史・文化などが

込められた情報発信が、高付加価値化やブランド化へ繋がるだろう。また、ＥＳＧ

投資など社会貢献的なものへの投資は増えており、資金調達にも情報発信の効果は

大きい。 
情報発信の「宇治ブランドの向上」の中に奨励作物の記載があるが、それを使用し

た加工品や抹茶製品など 6次産業的なものも入れてもらえないか。抹茶コロッケな
ども情報発信に入れてもらえれば商業も活性化するのではないか。 

④人材、雇用について 

 
 

案に記載された施策では人材の確保は難しいのではないか。京都市内の中小企業も

人が集まらない中で宇治市の企業のことが全く認知されていないということを認

識する必要がある。 
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大企業が中途採用を増やしており、新卒・中途の両方で大企業へ流れている。大学

も学生のニーズとして大企業を向いており、親も大企業を勧めているのが実態。ま

ずは親に地元企業のことを知ってもらう努力をすべき。奨学金の返済を企業と行政

が一緒に支援するなど、就労できる人を取り込むことを考える必要がある。 
京都市でアニメ企業による就業イベントを開催したところ 1,000人が集まった。今
の若者がどのようなところに就職したいのか考える必要がある。南丹市では地元企

業が高校に実習用の機械を提供したところ、採用が楽になったという話もある。 

雇用について、教育との関係が抜けている。息の長い話であるが、地元の人や小中

学生に地元企業を知ってもらう必要性は京都市でも言われている。 
就職のときに宇治市から出て行ってしまうことを止めたい。親や小中学生に地元企

業を知ってもらうことも重要。 
⑤企業誘致について 
 概要版では、企業誘致を「慎重に考える」とあるが、慎重にする必要はないのでは

ないか。誘致の対象として、付加価値の高い情報系、研究開発など、企業一社では

なく企業の一部門を狙うイメージになるのではないか。 
企業誘致をやっていくということを鮮明にした方がよい。宇治市の高い地価を考え

ると、ニッチ分野で競争力を持つ企業や付加価値の高い企業しか立地できない。ま

た、京大と結びつく企業を誘致するのが良いのではないか。 
⑥茶業の取組みについて 
 宇治茶は、商工業者と農家は車の両輪と言われてきたが、６次産業化が進むなど多

様化してきている。 
体験や工場見学により宇治市内での回遊性を高め、お茶に対する知識を深めてもら

うようなことができないか。他産地でもお茶の消費が減っているために抹茶に転作

する農家も増えている。抹茶は茶葉をそのまま摂取するので健康に対する効果が言

われており、宇治茶が健康に良いということを広めていきたい。また、急須を持つ

家庭が減ってきているので、急須や茶筅を配ることも考えている。 

⑦優先順位について 

 短中長期的なこと、自前・他者でできることなど、サポートセンターで整理して進

めて欲しい。 
戦略上、優先順位は大事だが、5 つの柱はどれも重要であり、いずれも成果が出る
のは長期的。各施策の中で短中長期の目線を持つと良いだろう。施策はできるだけ

早く着手し、基盤をつくるとよいのではないか。 
時間軸で見たときの取組のロードマップをつくってほしい。５本の柱は順序だけで

なく、有機的に関連付けられる。どのように進めていくのかストーリーをつくれば

順番が見えてくるのではないか。 



4 
 

⑧その他について 

 グローバル化の視点がないのではないか。販路開拓や共同研究、留学生の人材確保

など、京都産業 21やジェトロ京都との連携も含めてどこかに盛り込んではどうか。 
取組の方向性の中で、起業家を「育成」とあるが、「輩出」という言葉の方が良い

のではないか。 
京都アニメーションという日本を代表するアニメ企業が立地しているので、上手く

活用できるなら、アプローチしてみてもいいのではないか。 
以上 



宇治市産業戦略の取組イメージ 
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